
○ 平成22年４月から区市町村民税非課税世帯の障害福祉サービスの

　　利用者負担が無料となります。

平成19年4月の軽減から、今回更に軽減

　せいかつほご

○生活保護

　くしちょうそんみんぜい       ひかぜい

【区市町村民税非課税】
　　　ていしょとく

○低所得１
　ていしょとく

○低所得２
　　いっぱん

○一般１
くしちょうそんみんぜい　しょとくわりがく

区市町村民税所得割額
　まんえんみまん

28万円未満
　いっぱん

○一般２
くしちょうそんみんぜい　しょとくわりがく

区市町村民税所得割額
　まんえんいじょう

28万円以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えん

　   　　　　　　　０円
 

 　　　　　　えん　　　　　　　えん

     １,５００円⇒　０円
　　　　　　 えん　　　　　　　えん
 　 ３,０００円⇒　０円

　　　　　　　　　　えん

　     　　　４,６００円

　
　　　　　　　　　　 えん
　　　　　３７,２００円

つうしょ

通所サービス・ホームヘルプ
　　りよう　　　  ばあい　　ふたんじょうげんげつがく

を利用する場合の負担上限月額
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  えん

　　　　　             ０円
　

　　　　　　えん　　　　　　　　 えん

      ３,５００円⇒　０円
　　　　　　えん　　　　　　　　 えん

　　６,０００円⇒　０円

　　　　　　　　　　 えん
　　            ９,３００円

　　　　　　　　　　 えん
             ３７，２００円

つうしょしせつ　　りよう　　　  ばあい

入所施設を利用する場合の
ふたんじょうげんげつがく

負担上限月額

【障害児】

　　　　せたい　　　しょとく　　　　ほごしゃ　　　　ぞく　　　　じゅうみんきほんだいちょう　　　せたい　たんい　　　はんだん

　・世帯の所得は、保護者の属する住民基本台帳での世帯単位で判断されます。
　　　　くしちょうそんみんぜい　しょとくわりがく　　　　まんえん　　　　　　にんせたい　　　しゅ　　　　せいけいいじしゃ　　　　ひふようはいぐうしゃ　　　　しょうがいじ

　・区市町村民税所得割額２８万円は、３人世帯（主たる生計維持者＋被扶養配偶者＋障害児）の
　　ばあい　　　　　ねんしゅう　おおむ　　　　　　　まんえん

　　場合で、年収が概ね８９０万円となります。

　　せたい　　　しょとく　　　　ほんにん　　はいぐうしゃ　　　　　　しょとく　　はんだん

　・世帯の所得は、本人と配偶者のみの所得と判断されます。
　　くしちょうそんみんぜい　しょとくわりがく　　　　まんえん　　　　せたい　　しゅうにゅう　おおむ　　　　　　　まんえん

　・区市町村民税所得割額１６万円は、世帯の収入が概ね６００万円となります。

へいせい　　　ねんど　　　 おも　　へんこうてん　　　　　　　　しょうがいしゃじりつしえんほう　　ふくし　　　　　　　　　　　ほそうぐ

平成22年度の主な変更点など－障害者自立支援法の福祉サービス・補装具－

　せいかつほご

○生活保護

　くしちょうそんみんぜい　　ひかぜい

【区市町村民税非課税】
　ていしょとく

○低所得１
　ていしょとく

○低所得２
　いっぱん

○一般１
　くしちょうそんみんぜい　しょとくわりがく

　区市町村民税所得割額
　　　まんえんみまん

　１６万円未満
　いっぱん

○一般２
　じょうきいがい

　上記以外

【障害者】

　　　　　　　　　　　えん

　   　　　　　　　　０円

 　 　　　　　　　　　　　えん　　　　　　　　　　えん

     １,５００円　⇒　０円
　　　　　　　　　　　　　えん　　　　　　　　　　えん

 　 ３,０００円　⇒　０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 えん

     　　　  ９，３００円

          　　　　　　　えん

　　　　　３７,２００円

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えん

　　　　　             ０円
　

　　　　　　えん　　　　　　　　　　えん

　０～15,000円　⇒　０円
　　　　　　　　　　　　　　えん　　　　　　　　　　えん

　０～24,600円　⇒　０円

　　　　　　　　　　　えん

　　         ３７，２００円

　　　　　　　　　  　 えん
　　　　　３７，２００円

にゅうしょしせつ

入所施設、グループホーム・ケアホーム
りよう　　　　ばあい　　ふたんじょうげんげつがく

利用する場合の負担上限月額

　　　ねん　がつ　　　　　むりょう

22年4月から無料

つうしょ

通所サービス・ホームヘルプ
　りよう　　　　ばあい　　ふたんじょうげんげつがく

を利用する場合の負担上限月額

しょうがいしゃ

　りようしゃ　　　　   ふたん  　　　     むりょう

 しょうがいじ

　　　ねん　がつ　　　　　むりょう

22年4月から無料

へいせい　　　　ねん　　　がつ　　　  　くしちょうそんみんぜい　　　　　        ひかぜいせたい　　　　　　　　　     しょうがいしゃふくし

２



　 　
　

　 　

 この資料
しりょう

は、東京
とうきょうと

都作成
さくせい

のパンフレット

「障害者
しょうがいしゃじりつしえんほう

自立支援法のサービス利用
りよう

に

について（平成
へいせい

22年
ねん

4月
がつばん

版）」の２～３

ページにふりがなをつけたものです

　　しょうがいじしせつ

　【障害児施設について】
　　ふくしほけんきょく　　　　しょうがいしゃしさくすいしんぶ　　　　　　きょじゅうしえんか
  　福祉保健局障害者施策推進部居住支援課　☎03-5320-4374 　FAX03-5388-1407
　　ほそうぐ
　【補装具について】
　　ふくしほけんきょく　　　　しょうがいしゃしさくすいしんぶ　　　　　　じりつせいかつしえんか
　　福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課　☎03-5320-4146 　FAX03-5388-1408
　　じょうきいがい
　【上記以外について】
　　ふくしほけんきょく　　　　しょうがいしゃしさくすいしんぶ　　　　 けいかくか
  　福祉保健局障害者施策推進部計画課　☎03-5320-4324 　FAX03-5388-1413
　 しんせい　    てつづき　　　  とう　　　　　　　　　　　　　　　　                 すま　　　　　　　　　   くしちょうそん　　　　    まどぐち　　　 　            と　　　　　　あ
　申請・手続き等については、お住まいの区市町村窓口にお問い合わせください。

へいせい　　　ねん　　がつ　　　　　　くしちょうそんみんぜい　　　ひかぜい　　　　しょうがいしゃ　　しょうがいじ　　　ほごしゃ　　　　　ふくし　　　　　　　　　　　　 ほそうぐ

平成22年4月から、区市町村民税非課税の障害者・障害児の保護者の福祉サービスと補装具の
 りようしゃふたん　　　　　むりょう
利用者負担が無料となります。

　　　　　　　へいせい　　　　  ねん　　 がつ　　　　　 　 くしちょうそんみんぜい　　　　      ひかぜいせたい　　　　　　　　      ほそうぐ　　　　　　　   かか

○ 平成22年４月から区市町村民税非課税世帯の補装具に係る
　　　     りようしゃふたん　　　　　　　　　   むりょう

　　利用者負担が無料となります。

 
　せいかつほご　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えん

 ○生活保護　　　　　　　　　            　　      　　０円
　くしちょうそんみんぜいひかぜい

【区市町村民税非課税】
　 ていしょとく　　　　　　　　   　　　　　         えん　　　　　　　　　　　　　　　　　えん

 ○低所得１　　　　　　１５，０００円　⇒　　　　０円

　 ていしょとく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  えん　　　　　　　　　　　　　　　　　 えん
 ○低所得２　　　　　　２４，６００円　⇒　　　　０円

 　いっぱんせたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えん

 ○一般世帯　　　　　　　　　　　　　　３７，２００円

　　　　せたい　　　しょとく　　　　　　　　さいいじょう　　しょうがいしゃ　ほんにん　　はいぐうしゃ　　　　　　 しょとく

　・世帯の所得は、１８歳以上の障害者は本人と配偶者のみの所得、
　　　　しょうがいじ　　　　ほごしゃ　　　　ぞく　　　　じゅうみんきほんだいちょう　　　  せたいたんい　　　　はんだん

　　障害児は、保護者の属する住民基本台帳での世帯単位で判断されます。
　　せたい　　　なか　　くしちょうそんみんぜい　しょとくわりがく　　　　　　　まんえんいじょう　  かた　　　　　　ばあい　　　　　こうひふたん　　　　たいしょうがい

　・世帯の中に区市町村民税所得割額が４６万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外と
　　なります。

　ねん　　がつ　　　　　むりょう

22年4月から無料

【補装具費支給制度】

 ていしょとく　　　　　くしちょうそんみんぜい　　ひかぜいせたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りよう　　　　　　ほんにん　また　　ほごしゃ

低所得１：区市町村民税非課税世帯で、サービスを利用する本人又は保護者
　　　　　　しゅうにゅう　　　まんえん　いか　　　　かた

　　　　　の収入が80万円以下の方
ていしょとく　　　　　ていしょとく　　　いがい　　　　くしちょうそんみんぜい　　ひかぜいせたい

低所得２：低所得１以外の区市町村民税非課税世帯

　　ほそうぐひ　　　　　　　　　しきゅうせいど

      と　　　　　あ　　　　　　　　さき

  問い合わせ先

３




